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新たな防災気象情報の運⽤について（1）
○R8出水期より、洪水に係る警戒レベル5相当情報として、氾濫発生情報（切迫）を発令する運用を開始します。また、洪水予報

の名称も更新されます。
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新たな防災気象情報の運⽤について（2）
○新たな防災気象情報の運用の開始にあわせて、洪水予報の名称等が見直されます。
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新たな防災気象情報の運⽤について（3）
○警戒レベル5においては、緊急安全確保措置や水防活動に資するため、河川管理者等による氾濫に係る通報を行います。（運

用の詳細についてはR8年度出水期までに改めて周知いたします。）
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地⽅債・税制・特例措置の活⽤について（1）
○自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策の推進に資する地方債（防災・減災対策の推進）は、充当率100％、元利償換金

に対する交付税措置率が70％と、手厚い財政措置となっており、積極的な活用を推奨しています。
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避難路整備等、⼤規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設整備、情報網の構築、公共施設等の移
設等、即効性のある単独事業

治⼭、河川、農業⽔利防災（⽤⽔路・ため池の防護柵等安全対策）等、災害発⽣・拡⼤防⽌のため地⽅団
体策定の計画に基づく単独事業

地⽅団体が個別計画で位置付けた緊急的な浚渫事業（河川、ダム、砂防、治⼭、防災重点農業⽤ため池、
農業⽤排⽔路）

避難階段の整備 防災⾏政無線のデジタル化 公共施設の耐震化

事業イメージ

事業イメージ

⼩規模河川の護岸改修 ⼭腹斜⾯の法⾯対策 ため池の堤体補強⼯事

緊急防災・減災事業

緊急⾃然災害防⽌対策事業

緊急浚渫推進事業

事業イメージ

浚渫前 浚渫後



地⽅債・税制・特例措置の活⽤について（2）
○自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策の推進に資する地方債（公共施設等の適正管理）は、地方公共団体において、

引き続き公共施設等の適正管理に積極的に取り組めるよう、平成29年度に創設、令和8年度まで期間を延長しています。
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公共施設等適正管理推進事業
地⽅団体において、⻑期的な視点をもって施設の更新・統廃合・⻑寿命化などに取り組めるよう推進する事業債（公共施設等総合管理計画等に位置付く、
集約化・複合化事業、⻑寿命化事業、⽴地適正化事業 等）

事業イメージ



○流域治水プロジェクトの取組には各種予算・税制が創設されています。
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地⽅債・税制・特例措置の活⽤について（3）

氾濫を防ぐ・減らす
⾬⽔貯留浸透施設（⺠間施設）

市街地等の浸⽔防⽌

予算・税制の例

ため池の活⽤ に対する予算・税制︓
農村地域防災減災事業

農地等の浸⽔の防⽌

下⽔道浸⽔被害軽減総合計画の策定のイメージ
出典︓下⽔道浸⽔被害軽減総合計画策定マニュアル（案）

（国⼟交通省⽔管理・国⼟保全局下⽔道部）

農村地域防災減災事業のイメージ
出典︓農村地域防災減災事業の概要（農林⽔産省）

被害軽減・早期復旧

氾濫を防ぐ・減らす

経済影響の軽減等
浸⽔対策（耐⽔化・⽌⽔壁等） に対する
予算・税制︓下⽔道浸⽔被害軽減総合事業 等
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○流域治水プロジェクトの取組には各種特例措置が創設されています。

地⽅債・税制・特例措置の活⽤について（4）

浸⽔被害対策のための⾬⽔貯留浸透施設の整備に係る課税標準の特例措置

浸⽔防⽌⽤設備に係る課税標準の特例措置

浸⽔被害軽減地区の指定に係る課税標準の特例措置

貯留機能保全区域の指定に係る課税標準の特例措置

特定都市河川流域や浸⽔被害対策区域における、流域内の浸⽔被害を防⽌・軽減させるため、特定都市
河川浸⽔被害対策法⼜は下⽔道法の計画認定制度に基づき、⺠間事業者等により設置された⾬⽔貯留
浸透施設

洪⽔・⾬⽔出⽔・⾼潮浸⽔想定区域内の地下街等の所有者⼜は管理者が、⽔防法の避難確保・浸⽔防
⽌計画に基づき取得する浸⽔防⽌⽤設備（防⽔板、防⽔扉、排⽔ポンプ、換気⼝浸⽔防⽌機等）

洪⽔浸⽔想定区域内の浸⽔の拡⼤を抑制する効果があると認められる輪中堤防や⾃然堤防等の盛⼟構造
物

貯留機能保全区域の指定を受けている⼟地に係る固定資産税及び都市計画税


